
HPV ワクチン 副反応追跡調査について（案）

１．追跡調査の目的

ＨＰＶワクチン接種後に生じた症状について、その後の転帰、状

況及び治療の内容について実態を調査する。

２．調査対象

追跡調査の対象は原則として注１）全ての副反応報告。注２）

（注１）ただし、発症後 7 日以内に回復したと報告されている患者は「速やかに

回復したことが既に判明している患者」として整理し、本調査の対象外と

する。また、ワクチンとの関係について専門家の間で結論が出ている死亡

例についても対象外とする。

（注２）平成 26年 3 月末時点では 2475 例。

（※） 今後新たに副反応報告が提出されれば、追跡対象に加える。

（※） 回復した後に再度症状が出現した患者については、医療機関から再度新

たに副反応報告を提出していただく。

３．調査方法

医師に調査票 (案は別添のとおり) を記入していただく。

４．転院等により追跡ができなくなった場合の対応

（１）医療機関報告がある患者については自治体経由で調査。（参考

チャート参照）

（２）企業報告しかない報告については、企業から医療機関に、医

療機関報告を直接厚生労働省に提出していただくよう依頼。

（※） 医療機関の協力が得られない等の理由により追跡不能例もあり得る。

（※） 企業報告は個人情報を含まないため、自治体経由での追跡調査をする

ためには個人情報を含む医療機関報告を提出していただく必要がある。
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